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平成23年度 第10回 
大阪府河川整備委員会 

資料３－１ 
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１．住民意見の聴取について 

２．河川整備計画に関する意見について 

３．洪水リスク開示に関する意見と回答 

大川水系河川整備計画（原案）に対する 
住民意見と対応方針 



１．住民意見の聴取について 

整備計画の縦覧・意見募集、住民説明会の開催の周知 （３月上旬） 

 説明会の案内ビラを下孝子地区など沿川９地区の全７０６戸に配布 
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（表面）                      （裏面） 



図書の縦覧 （３月２日から３月１６日までの１５日間） 

１．住民意見の聴取について 

ホームページ ・ 各縦覧場所での図書縦覧 

住民説明会・メール・FAX・郵送による意見聴取 

大阪府ホームページ 

【電子データの掲載】 
  大阪府都市整備部河川室ホームページ 
  岬町役場ホームページ（大阪府へリンク） 
 
【図書の縦覧】 
  大阪府府政情報センター 
  大阪府都市整備部河川室 
  大阪府岸和田土木事務所 
  大阪府岸和田土木事務所 尾崎出張所 
  岬町役場 
  岬の歴史館（岬町立孝子小学校）        
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図書の縦覧状況 

大阪府河川室内 

＜縦覧図書＞ 
・大川水系河川整備計画（原案） 本編 
・大川水系河川整備計画（原案） 参考資料 



住民説明会におけるご意見・ご質問…２８件 

ＦＡＸ・意見箱         … ７件（５通） 

住民説明会 

と き：平成２４年３月８日（木）19:00～20:30 
           10日（土）19:00～20:30 
ところ：岬町役場 ２階 第１会議室 
住民説明会参加人数  計１３名 
           （岬町在住１３名） 

意見募集結果 

説明会開催状況 

住民意見の概要 

 寄せられた３５件のご意見・ご質問を類似
項目ごとに１７項目に整理 
 
(1)河川整備計画に関すること（１４項目） 

・河川整備計画の目標に関する事項 
・河川整備の実施に関する事項 
・その他河川整備を総合的に行うために必要な事項 

             など 
 
 
 
 
 
(2)洪水リスク開示に関すること（３項目） 

・洪水リスクの周知に関すること 
・河川情報の提供に関すること 
・避難体制に関すること  など 
 
 
 
 
 

整備計画（原案）への 
反映を検討 
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１．住民意見の聴取について 

今後の地域連携等の 
取組みに生かす 



２．河川整備計画に関する意見について 

項目 
番
号 

意見の概要 意見への対応 聴取方法 
反映 
有無 

河
川
整
備
計
画
の
目
標
に
関
す
る
事
項 

1 

 大川の洪水対策をしても、それ以
前に大川に流入する水路で水があふ
れている。一体的に治水対策を考え
てほしい。 

 岬町の管理する水路についてはこの計画では位置づ
けることができませんが、岬町と連携した治水対策に
努めていきます。 

説明会 無 

2 

 宮下橋の下流に住んでおり、以前
に補修の要望書を出したが、今回の
整備区間に入っていない。入れても
らえないのか。 

 整備対象区間とは流下能力が不足している区間に対
して設定したものであり、維持管理については二級河
川指定区間全体で実施していきます。 
 整備計画（原案）においては整備対象区間しか明示
していなかったため、計画対象区間が二級河川指定区
間全体であることを追記します。 
 
（修正案） 
本編P.10 
4.河川整備計画の計画対象区間 
 大川水系のうち、本計画において整備の対象とする
区間は以下のとおりです二級河川指定区間（河口～孝
子橋）とします。その内、洪水対策及び高潮・耐震対
策を実施する区間は表1.1および図1.2のとおりです。 

説明会 有 

3 

 南海橋周辺は近年もたびたび冠水し
ており、台風のたびに地元は不安な
思いをしている。今後30年と言わず、
早期の改修をお願いしたい。 

 河川整備の時期については、大阪府下の全154河川の
氾濫シミュレーション結果に基づいて決定していきま
すので、大川においては本編P.10に記載のとおり計画
策定から概ね30年で改修をおこなっていきます。 

説明会 無 

4 

 南海橋周辺は今は田んぼばかりだが、
家屋が建ち始めている。20-30年後に
は宅地になるとして危険度を判定し
ないといけないのでは。 

 望ましい土地利用のあり方については、本編P.16に
記載のとおり別途検討していきます。具体的には、浸
水想定区域において新たに家屋を建てられる場合に、
宅盤を高くしていただくなどの協力を呼び掛けていき
ます。 

説明会 無 
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河川整備計画に関する意見について 



２．河川整備計画に関する意見について 

項目 
番
号 

意見の概要 意見への対応 聴取方法 
反映 
有無 

河
川
整
備
の
実
施
に
関
す
る
事
項 

5 

 ビラに掲載されている断面図では、
取水堰の高さが合わない。取水堰が
高い位置にあり、そこであふれそう
になる。取水堰の改築をするのか。 

 取水堰については必要に応じて改修を行うものとし、
本編P.10に記載のとおり、農業関係者と調整しつつ上
下流の連続性の確保に努めていきます。 

説明会 無 

6 

 孝子橋下流附近は住宅が近接して
おり、川幅を広げる余裕（余地）が
ないため、岩石、土砂を取り除く以
外に方法はないものと思われる。 
 

 将来の改修で沿川の用地買収が生じるかについては、
今後詳細な設計を行っていく中で、効果的・効率的な
手法を検討していきます。 
 

ＦＡＸ 無 

7 

 ダムの点検・補修はなされるのか。  ダムの維持管理ついては、本編P.15に記載のとおり、
ダム管理者である府環境農林水産部とともに、将来に
わたっても適切に治水効果が発揮されるよう努めてい
きます。 

説明会 無 
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河川整備計画に関する意見について 



２．河川整備計画に関する意見について 

項目 
番
号 

意見の概要 意見への対応 聴取方法 
反映 
有無 

河
川
整
備
の
実
施
に
関
す
る
事
項 

8 

 計画の断面が常に確保出来るのか。
土砂が溜まると河底を掘る必要があ
るため、整備計画に加味してほしい。 

 堆積土砂と植生の繁茂については本編P.15に記載の
とおり、堆積・繁茂状況を定期的に調査し、阻害率の
高い区間を把握することと併せ、地先の危険度などを
考慮して優先順位を定め、計画的に撤去を行います。 
 

説明会 無 

9 

 孝子橋下流付近は川幅が狭く、か
つ今まで大雨等により岩石が流れて
きて、そこに土砂が溜まってきてい
る状況である。今後大雨等で川が増
水した場合、川から水が溢れ附近住
宅が浸水するおそれが非常に大きい
ものと思われる。上記理由により早
期（雨期に入る前）に岩石、土砂を
取り除いてくださるよう要望します。 

意見箱 無 

10 

 洪水対策の一つである河川の拡幅
には時間がかかると思われますが、
堆積した土砂と繁茂した植物の撤去
であれば比較的短時間で可能と思わ
れます。さだかな記憶ではありませ
んが、宮下橋周辺から南海橋までの
掘削工事はここ１０年行われていな
いと記憶しています。宮下橋周辺か
ら南海橋までの土砂、植物の早期撤
去を要望します。 

意見箱 無 
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河川整備計画に関する意見について 



２．河川整備計画に関する意見について 

項目 
番
号 

意見の概要 意見への対応 聴取方法 
反映 
有無 

そ
の
他
河
川
整
備
を
総
合
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項 

11 

 避難すると言っても、目の前の道路
が冠水して避難できないことも考えら
れる。 

 今後は、台風12号での和歌山県・奈良県の事例も踏
まえ、岬町とも連携の上、住民の皆さんの避難行動に
つながる地域単位でのワークショップや避難訓練の実
施などの「逃げる」施策を推進します。 
 整備計画（原案）においても、いただいたご意見を
追記します。 
 
（修正案） 
本編P.16 
 具体的には、様々な降雨による地先（家屋など）の
危険度をわかりやすく周知する洪水リスク表示図の作
成・公表を行っており、地域単位でのワークショップ
等によって地域住民に周知するとともに、過去の災害
実績や避難経路の確認などを行うことで、洪水だけで
なく土砂災害等の地域特有の災害リスクを踏まえ住民
が自ら行動できるきめ細かな避難体制づくりに取り組
みます。 

説明会 有 

12 

 過去の洪水被害については、地元の
方の体験談をよく聞いてほしい。 

説明会 有 
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河川整備計画に関する意見について 



２．河川整備計画に関する意見について 

項目 
番
号 

意見の概要 回         答 聴取方法 

計
画
降
雨
に
関
す
る
こ
と 

13 

 昨年の台風１２号では和歌山でど
れだけの雨量が降ったのか。それが
大川流域で降ることはないのか。 

 ３日間で累計1,300ミリ程度の降雨が記録されています。今回被
災を受けた和歌山県や奈良県などの紀伊山地では年間降雨量が
3,500ミリを超える箇所があるなど日本でも有数の雨の多い地域で
ある一方、大阪府の年間降雨量は1,300ミリ程度です。 

説明会 

14 

 昨年台風12号で和歌山で1,300ミ
リが降っており、今回計画の80ミリ
も50ミリも桁が違う。もっと大きな
計画規模を検討すべきではないか。 

 1,300ミリというのはあくまでも累積雨量です。また、降雨には
地域特性があり、和歌山や奈良と岬町では同じ降雨量でもその発
生確率が異なります。大阪府の将来目標は100年に１回発生する降
雨としていますが、河川整備計画の策定の際には、最新の雨量
データも考慮しています。 
 計画を上回る降雨が発生した場合であっても、施設の保全・整
備で対応するには限界があることから、平成22年６月に策定した
「今後の治水対策の進め方」に基づき、「逃げる」「凌ぐ」施策
を組み合わせて対応していきます。  

説明会 
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その他の意見について 



整備委員会 
治水手法の決定 

河川整備計画（素案）の審議 

河川整備計画（原案）の審議 整備委員会 

河川整備計画(案）の策定 

河川整備計画の策定 

行動計画（案）の作成 

当面の治水目標の設定 治水専門部会 

事業評価の提示 

意見取りまとめ 

行動計画（案）の審議 
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関係部局等の意見照会 
国土交通省協議 

住民意見の聴取 

【河川整備計画】 【事業評価】 
※今回、大川は対象外 

【行動計画】 

行動計画の策定 

整備委員会 

※計画の作成にあたっては、適宜、 

  関係部局との協議・調整を行う。 

当面の治水目標の設定 整備委員会 

河川整備計画・建設事業評価の審議の流れ 

第10回河川整備委員会 
（今回） 



３．洪水リスク開示に関する意見と回答 
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番
号 

意見の概要 回         答 聴取方法 

1 

 洪水リスクの説明は孝子地区の住
民にとっては極めて重要なので、洪
水リスクの説明会を「孝子小学校の
講堂」で別途実施していただきたい。 

 洪水リスクに関する説明会については４月以降に別途開催いたします。
また、孝子地区の方にも河川整備計画（原案）を見ていただきやすくす
るため、図書の縦覧場所に岬の歴史館（孝子小学校）を追加いたします。 ＦＡＸ 

2 

 インターネットで雨量や水位の情
報が見られるということだが、イン
ターネットを使っていない人も多い。
岬町では災害情報が個人に伝わるよ
うな体制をとっているのか。 

 消防団で危険個所を把握しており、大雨のときにはパトロール、土の
う積み等の対応をしています。（岬町） 

説明会 

3 

 岬町では、事前に危険個所のマッ
プや体制表を作り、個人に情報が伝
わるような体制作りをお願いしたい。 

 平成２３年３月策定の「岬町避難勧告等の判断・伝達マニュアル」に
基づき適切に避難行動を促します。（岬町） 説明会 


